
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種類 減免事由 減免割合 

災害 
災害等による被害が、財産の 3

分の 1以上の損害に及んだ場合 

被害の程度により、罹災月の翌月から

1年以内の保険料の 20～100%を減免 

水害 
水害により、所有する家屋が床

上浸水 10cm以上あった場合 

水害の程度により、罹災月の翌月から

1年以内の保険料の 10～70%を減免 

所得激減 

失職(会社都合）・事業の休廃業・

疾病等により、前年所得に対して

当該年所得が 5分の 1以上減少

した場合 

所得減少の原因となった事由発生月

から、その属する年度末までの所得割

額の 10～100%を減免 

生活保護 
生活保護の適用を受けることに

なった場合 

生活保護の受給決定月以前の保険料

免除 

破産等 
破産手続開始決定又は再生計

画認可決定等を受けた場合 

破産手続開始決定等を受けた月以前

の所得割額の全額を免除 

給付制限 

国民健康保険法第 59条の規定

により給付制限（拘禁）を受けて

いる人（給付制限の期間が 2か

月以上の人） 

法第 59条に該当する期間の保険料を

免除 

災害・失業・倒産など特別な事情により、国民健康保険料を納めるこ

とが困難な場合は、申請により保険料の減免ができます。 

世帯の国民健康保険加入者が３名以上で、かつ

世帯の基準総所得額が１００万円以下の世帯は、

保険料の１割相当額が減免となります。該当世帯

には１割減免申請書が直接郵送されます。 

ＮＯ．７５５ 
2011 年６月号 

電話 ３２８－２６５６ 
FAX ３５９－５０４７ 

熊本市手取本町１－１ 議会棟３階   

メール：kumamsu@gamma.ocn.ne.jp 

ホーム：http://www.jcp-kumamoto.com/ 

 

 

 ６月上旬から中旬にかけて国民健康

保険料の納付通知が各ご家庭に届けら

れます。今年度はさらに国保料が１人あ

たり年間平均で９９００円引き上げら

れました。引き上げ前（２００９年度）

でも、政令市１９市と比較して熊本市の

国保料は最も負担の重い水準となって

 

いましたので、今回の引き上げにより断

トツに負担の重い不名誉な金メダルと

なってしまいました。 

 日本一暮らしやすい政令市を目指す

というのならば、高い国保料を払える金

額へと引き下げることこそ求められま

す。 

国保料の１人約１万円の値上げ

が提案されたのは今年の３月議会

です。値上げにきっぱり反対をした

議員は日本共産党の３名だけでし

た。大型の再開発を見直し、国保会

計への財政支援を増やすならば、国

保料の引き下げは可能です。 

国
保
引
き
下
げ
署
名
を
提
出

す
る
国
保
を
よ
く
す
る
会 

４人家族（両親４０代、子ども２人）、 

所得３００万円の世帯の場合 

改定前：５１万４８１０円 

改定後：５６万３６９０円 

いま全国の自治体では、署名運動などが広がるなかで、

住民の力で保険料の引き下げを実現しています。熊本市も

５万人を超える署名が集まっています。払える金額へと保

険料の引き下げを実現するため力を合わせましょう。 

政令市で最も負担の重い国保料を引き下げるために力を合わせましょう！ 

新年度から一人９９００円（年平均）の値上げ 

国保引き下げ署名を広げましょう 

年間４万８８８０円の値上げ 

日本共産党のみ「値上げ反対」 

国保料減免制度 

３人以上の国保加入者 所得１００万円以下 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

区分 ３回目まで ４回目以降 

課税世帯 
上位所得者 150,000円 83,400円 

一般 80,100円 44,400円 

住民税非課税世帯 35,400円 24,600円 

国民健康保険料が払えません… 
  

災害・失業・倒産など特別な事

情により、国民健康保険料を納め

ることが困難な場合は、申請によ

り保険料を減免することができ

ます（詳しくはおもて面をご覧く

治療したいけれども、医療費が払えません… 

１ヶ月の医療費の一部負担金が高額

になったとき、支給申請し認められた場

合に、後から自己負担限度額を超えた分

が高額療養費として支給されます。 

※一人の被保険者について、暦月

ごと、医療機関ごとに計算。同じ

医療機関に受診しても、入院と外

来、医科と歯科は別々に計算され

ます。入院時の食事代、差額ベッ

ド代等の保険適用外の負担額は除

くなど条件があります。 

現在は、限度額適用認定証の手続きを

とれば委任払い（医療窓口での支払いが

自己負担限度額まで）となります。 

※ ７０歳以上の方についても限度額の基準があります。詳しく

は、国民健康保険課（328-2264）にお問い合わせください。 

自己負担限度額表（７０歳未満） 

【減免・免除】 

収入が生活保護の基準生活費の 

１．１倍以下の世帯・・・全額免除 

１．１～１．１５倍の世帯・・・７割減額 

１．１５～１．２倍間での世帯・・・４割減額 

 

【徴収猶予】 

災害や、事業の休廃止・失業

等により収入が著しく減少（生

活保護基準の１．３倍以下）と

なったとき 

 

国民健康保険法第４４条にもとづき、収入が以下の場合になったとき医療費の減免

または免除、さらには徴収猶予をうけることができます。 

ださい）。また、世帯の国民健康

保険加入者が３名以上で、かつ世

帯の基準総所得額が１００万円

以下の世帯は、保険料の１割相当

額が減免となります。 

 

他都市ではこんな減免制度もあります。熊本市でもぜひ実現を！ 

 各世帯の国保料は、【所得に応じた保険料】＋【均等割り（1 人あたり保

険料）×加入人数】＋【平等割（1 世帯当たりの保険料）】の合計の金額と

なります。ですので、赤ちゃんが生まれれば、均等割り（1 人あたりの保

険料）が加算されるため、収入は増えていないのに国保料が引きあがる仕

組みです。こうした仕組みにより、収入のない子どもを持つ子育て世代ほ

ど重い負担となっています。鹿児島県霧島市では、12 歳から 18 歳までの

子どもにかかる均等割り（1 人あたりの保険料）を半分に減免するなど子

育て世代への減免制度が実現しています。 

 愛知県一宮市では、18 歳未満、70 歳以上、介護認定 4 以上、身体障害者

手帳（4 級以上）の交付を受けているなどに該当すれば均等割り（1 人あた

りの保険料）が３割減免される制度があり、市民からも喜ばれています。 

いのち・健康を守る制度を活用し改善させましょう！ 

高額療養費（自己負担限度額を超える医療費が支給）をご活用ください 

■ 霧島市では子育て世代への国保料減免 ■ 

国保加入者は医療費窓口負担の減免制度があります 

国保料の減免制度があります 

■ 愛知県一宮市では高齢者・障害者の国保料減免 ■ 


